
平成２７年第３回 三種町選挙管理委員会会議録 

 

 

１ 開催日時  平成２７年４月２日（木） 午前９時００分 

２ 開催場所  三種町役場 第２会議室 

３ 出席委員  近藤 範夫、田村  明、川田 耕司、加賀谷得子 

４ 欠 席 者  無 

５ 事 務 局  書記長 木村 信悦、書記 石井 靖紀、清水 真、 

門間 淳子、池内 和人 

６ 付議された案件は、次のとおりである。 

（１）報告第 ４号 農業委員会委員選挙人名簿の確定について 

（２）報告第 ５号 農業委員会委員選挙人名簿に登録した者の２分の１の 

          数について 

 （３）議案第１８号 選挙人名簿に登録することについて（選挙時） 

 （４）議案第１９号 選挙人名簿から抹消することについて（選挙時） 

 （５）報告第 ６号 登録の移し替えをした者について（選挙時） 

（６）報告第 ７号 選挙権を有する者の５０分の１の数について（選挙時） 

（７）報告第 ８号 選挙権を有する者の３分の１の数について（選挙時） 

（８）議案第１９号 ポスター掲示場を設置する場所の変更について 

（県議選） 

（９）議案第２０号 投票管理者及びその職務代理者の選任について 

（県議選） 

 （10）議案第２１号 投票立会人の選任について（県議選） 

（11）議案第２２号 期日前投票管理者の職務代理者の選任について 

（県議選） 

 （12）議案第２３号 期日前投票立会人の選任について（県議選） 

 （13）議案第２４号 委員長専決事件の指定について（県議選） 

 

午前９時００分開会 

 

木村書記長  それでは、定刻前ですけれども、皆さんお揃いでございますので、

只今から平成２７年第３回三種町選挙管理委員会を始めさせていた

だきます。はじめに、委員長の方からご挨拶をお願い致します。 

近藤委員長  皆さん、おはようございます。今回、前任の腰丸さんが異動にな

りまして、木村さんが書記長という新体制でスタートしております。 



       今時期は、旅立ちの季節でございまして、小、中、高、大学、そ

して社会人として、夢と希望を持って旅立つ季節であります。また、

農家にとっては、これから目が回るほどの繁忙期を迎えます。 

       県議選が、いよいよ明日告示となります。今回の標語は「選びま

す 秋田の未来 担う人」ということで、投票率が上がってくれる

ことを祈っている訳ですが、現在の状況は、全県で１４選挙区ある

うち５選挙区で無競争の公算が大きいようです。当地区は、定数４

人に対して６人が立候補の予定ということで、確実に選挙戦に突入

するであろうと思われます。また、全県的に見ますと、４３人の定

数に対して、５６人の立候補が予定されておるということでござい

ます。 

       事務局も色々と忙しくなると思いますが、間違いの無いように、

慎重を期して対処していただきたいと思います。 

 

      （引き続き、各委員が自己紹介） 

 

近藤委員長  それでは、会議の方、進行させていただきます。 

       本日の会議録署名委員の指名ということで、田村委員と加賀谷委

員にお願い致します。 

       それでは、案件でございます。 

      報告第４号「農業委員会委員選挙人名簿の確定について」。事務局

の方から説明をお願いします。 

清水書記   はい。報告第４号「農業委員会委員選挙人名簿の確定について」。 

       農業委員会等に関する法律第１０条第１項の規定に基づき、平成

２７年１月１日現在による申請のあった者を登録した三種町農業委

員会委員選挙人名簿が、同法同条第５項の規定により、平成２７年

３月３１日に確定した。 

       内容について説明致します。 

       農業委員会等に関する法律第１０条第１項の規定は、毎年１月１

日現在により選挙資格を調査し、農業委員会委員選挙人名簿を調製

しなければならないと定めております。 

       この選挙人名簿につきましては、２月２０日開催の委員会におき

まして、選挙人名簿とその縦覧場所について、決定をいただきまし

たことから、２月２３日から１５日間縦覧を行ったところでござい

ます。 



       結果、縦覧の申請は無く、修正等ございませんでした。 

よって、２月２０日付けで調製した選挙人名簿に関しましては、

同法第１０条第５項の規定において、「選挙人名簿は３月３１日をも

って確定する」と定められておりますので、確定した旨を報告致し

ます。 

       なお、登録人数につきましては、２頁の報告第４号別紙の方をご

覧願います。 

       左の方から、２月２０日に調製した選挙人名簿の登録人数は、第

１選挙区（琴丘地区）が１，２６１人、第２選挙区（山本地区）が

２，４９７人、第３選挙区（八竜地区）が１，５３７人、合計では

５，２９５人でございました。 

       縦覧に伴う修正等がございませんでしたので、同数での確定とな

っております。 

       説明は、以上でございます。 

近藤委員長  只今の説明について、ご質問、ご意見等ございましたらお願い致

します。 

      （各委員、資料を確認） 

近藤委員長  皆さん、何かございませんか。 

      （「ありません。」の声あり。） 

近藤委員長  ご意見等特に無いようですが、報告第４号を原案どおり承認して

よろしいでしょうか。 

      （「はい。」の声あり。） 

近藤委員長  それでは、報告第４号は、原案どおり承認と致します。 

近藤委員長  次に、報告第５号「農業委員会委員選挙人名簿に登録した者の２

分の１の数について」。説明をお願いします。 

清水書記   はい。報告第５号「農業委員会委員選挙人名簿に登録した者の２

分の１の数について」。 

       農業委員会等に関する法律第１４条第５項の規定により、平成２

７年３月３１日に確定した三種町農業委員会委員選挙人名簿登録者

の２分の１の数は、次のとおりである。 

第１選挙区（琴丘地区）   ６３１ 

       第２選挙区（山本地区） １，２４９ 

       第３選挙区（八竜地区）   ７６９ 

       内容について説明致します。 

 



農業委員会委員選挙人名簿の各選挙区における２分の１の数に 

つきましては、下の方にございます、農業委員会委員の解任請求に

必要な同意の数であります。 

       選挙で選ばれた農業委員の解任請求を行なおうとする場合は、有

権者が、自分の属する選挙区の名簿登録者の２分の１の同意を得て、

その選挙区に属する委員の解任のみ請求できることとなっておりま

す。 

       報告第４号で説明致しました３月３１日確定の名簿登録者数が、

第１選挙区１，２６１人、第２選挙区２，４９７人、第３選挙区１，

５３７人でありますことから、２分の１の数をご覧のとおり定め、

３月３１日付けで告示を行っております。 

       説明は、以上でございます。 

近藤委員長  只今の説明につきまして、ご質問、ご異議等ございませんか。 

       （「異議ありません。」の声あり。） 

近藤委員長  異議無しの声がありましたが、報告第５号を原案どおり承認して

よろしいでしょうか。 

      （「はい。」の声あり。） 

近藤委員長  それでは、原案どおり承認と致します。 

近藤委員長  次に、議案第１７号「選挙人名簿に登録することについて」。事務

局より説明をお願いします。 

清水書記   議案第１７号「選挙人名簿に登録することについて（選挙時）」。 

       公職選挙法第２２条第２項の規定により、別紙の者を平成２７年

４月２日付けで選挙人名簿に登録する。 

内容について、説明致します。 

先回の３月２日開催の委員会でもご説明致しましたが、この度の

第１８回統一地方選挙につきましては、昨年１１月に公布された「地

方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法

律」の中で日程等が定まっておりまして、選挙執行のための選挙人

名簿の登録、いわゆる選挙時登録を、本日４月２日を基準日として

行うことになっております。 

議案の内容でございます。 

まず、１の成人登録でございますが、登録対象は、３月定時登録

後、選挙期日の平成２７年４月１２日までの間に満２０歳に達する

者で、生年月日が平成７年３月３日から平成７年４月１３日までの

者でございます。成人登録の人数は、男１人、女８人、計９人とな



っております。 

       次に、２の転入登録でございます。本日基準日の転入登録につき

ましては、３月定時登録後の新たな３カ月経過でございまして、転

入届出日が平成２６年１２月２日から平成２７年１月２日までの者

となります。 

       転入登録の人数は、男８人、女１１人、計１９人。 

よって、本日の登録者総数は、男９人、女１９人、合計２８人と

なっております。 

成人登録と転入登録の対象者につきまして、別冊の名簿の方をご

覧ください。 

１頁目が成人登録の対象者でございます。 

繰り返しになりますが、成人登録につきましては、３月定時登録

後、選挙期日の４月１２日までに満２０歳を迎える者ということで、

名簿の「生年月日」の欄が、平成７年３月３日から平成７年４月１

３日までとなります。成人登録は、ご覧の９名でございます。 

次に、２頁の方をお願い致します。 

転入登録につきましては、３月定時登録後に、転入３カ月経過と

なった者で、名簿の「住民となった届出日」の欄が、平成２６年１

２月２日から平成２７年１月２日までとなります。転入登録は、ご

覧の１９名でございます。 

説明は、以上でございます。名簿の確認と併せてご審議の程お願

い致します。 

近藤委員長  はい。それでは、名簿の方もご確認いただき、ご意見、ご質問等

ありましたら、ご発言願います。 

      （各委員、資料を確認） 

近藤委員長  皆さん、名簿等を確認されて、ご質問等ございませんか。 

      （「異議ありません。」の声あり。） 

近藤委員長  ご異議無いようですので、議案第１７号を原案どおり決定致しま

す。 

近藤委員長  次に、議案第１８号「選挙人名簿から抹消することについて」。事

務局より説明をお願いします。 

清水書記   はい。議案第１８号「選挙人名簿から抹消することについて（選

挙時）」。 

       公職選挙法第２８条の規定により、別紙の者を平成２７年４月２

日付けで選挙人名簿から抹消する。 



       内容について、説明致します。 

本日の登録抹消は、３月定時登録後に死亡した者と三種町から転

出して新たに４カ月を経過した者の選挙人名簿からの抹消でござい

ます。 

まず、１の死亡抹消者につきましては、３月定時登録の基準日の

翌日、平成２７年３月２日から本日までに死亡の届出があった者で、

人数は、男１５人、女１９人、計３４人でございます。 

次に、２の転出抹消者でございます。本日基準日の登録抹消につ

きましては、３月定時登録後の新たな転出４カ月経過でございまし

て、転出届出日が、平成２６年１１月２日から平成２６年１２月１

日まで者となります。転出抹消の人数は、男６人、女１８人、計２

４人となっております。 

よって、今回の抹消者総数は、男２１人、女３７人、合計５８人

でございます。 

       登録抹消につきましても、別冊の名簿の方をご覧いただきたいと

思います。 

まず、３頁が死亡抹消者の一覧となります。 

先程ご説明しましたとおり、死亡抹消につきましては、３月定時

登録後、本日までの死亡でございますので、「死亡年月日」の欄が、

平成２７年３月２日から平成２７年４月２日まででございます。 

次に、４頁をお願い致します。 

転出抹消につきましては、転出して新たに４カ月経過ということ

で、名簿の「住民でなくなった年月日」の欄、これは転出日でござ

いますが、平成２６年１１月２日から平成２６年１２月１日までの

者となります。 

なお、９番につきましては、昨年の４月の転出を今年３月１７日

に届出したため、本日の抹消となったものでございます。 

転出抹消につきましては、ご覧の３２名でございます。 

説明は、以上でございます。 

近藤委員長  はい。それでは、名簿をご確認いただきまして、ご意見等ござい

ましたら、お願い致します。 

      （各委員、資料を確認） 

近藤委員長  皆さん、ご質問等何かございませんか。 

      （「特にありません。」の声あり。） 

 



近藤委員長  特に無いようですが、議案第１８号を原案どおり決定してよろし

いでしょうか。 

      （「異議無し。」の声あり。） 

近藤委員長  はい。それでは、議案第１８号は、原案どおり決定と致します。 

近藤委員長  次に、報告第６号「登録の移し替えをした者について」。事務局よ

り説明をお願いします。 

清水書記   報告第６号「登録の移し替えをした者について（選挙時）」。 

       平成２７年４月２日付けの選挙時登録に係る登録の移し替えをし

た者は、別紙のとおりである。 

       平成２７年３月２日から平成２７年３月２３日までの町内転居に

より投票区の移し替えをした者 

男 ４人  女 ７人  合計 １１人 

       内容について、説明致します。 

       選挙人名簿に登録されている者が、町内転居によって投票区が変

更となった場合は、投票の便宜を図るため、投票区の移し替えを行

うことになっております。 

この度の秋田県議会議員一般選挙に伴いまして、３月２３日に選

挙人名簿及び入場券の作成を行っておりますが、その日付で３月定

時登録後の移し替えを行ったものでございます。 

       対象者につきましては、名簿の５頁に記載しております。 

       選挙の際は、選挙人名簿等を作成した時点から選挙が終わるまで

の期間につきましては、選挙事務の便宜上、登録の移し替えを行わ

ない取扱いとなっておりますので、よろしくお願い致します。 

説明は、以上でございます。 

近藤委員長  はい。それでは、名簿も含めましてご確認いただき、ご意見等ご

ざいましたら、お願い致します。 

      （各委員、資料を確認） 

近藤委員長  皆さん、ご確認いただいて何かございませんでしょうか。 

      （「ありません。」の声あり。） 

近藤委員長  特に無いようですので、報告第６号については、原案どおり承認

することと致します。 

近藤委員長  続きまして、報告第７号「選挙権を有する者の５０分の１の数に

ついて」。事務局より説明をお願いします。 

清水書記   報告第７号「選挙権を有する者の５０分の１の数について（選挙

時）」。 



       地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項に規定する選挙権

を有する者の総数の５０分の１の数は、３１６である。 

       内容について、説明致します。 

この５０分の１の数につきましては、下に記載の三種町条例の改

廃請求及び事務等の執行に係る監査請求に必要な署名数でございま

して、選挙人名簿登録者数の５０分の１に当たる３１６となってお

ります。 

算定の基礎になります、今回の選挙人名簿登録者数につきまして、

お手元の「選挙人名簿登録者数増減表」という表の資料をご覧願い

ます。 

表の左から、３月定時登録の名簿登録者数が合計で１５，８１０

人。これに対し、本日の抹消者数が死亡と転出を合わせて５８人、

登録者数が新有権者と転入を合わせて２８人。登録と抹消を増減し

た今回の名簿登録者総数は１５，７８０人。３月定時登録時から３

０人の減となっております。 

報告第７号の５０分の１の数につきましては、この１５，７８０

人の５０分の１で３１６となっております。 

説明は、以上でございます。 

近藤委員長  只今の説明に対しまして、ご質問等ございましたら、お願い致し

ます。 

      （「特にありません。」の声あり。） 

近藤委員長  特に無いとのことですが、報告第７号を原案どおり承認してよろ

しいでしょうか。 

      （「異議ありません。」の声あり。） 

近藤委員長  それでは、報告第７号は、原案どおり承認致します。 

近藤委員長  次に、報告第８号「選挙権を有する者の３分の１の数について」。

事務局より説明をお願いします。 

清水書記   はい。報告第８号「選挙権を有する者の３分の１の数について（選

挙時）」。 

 地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項及び第８１条第１項

並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規

定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数は５，２６０である。 

       この３分の１の数につきましては、下にございます議会の解散請

求、議員、町長、教育委員の解職請求に必要な署名数でございます。

選挙人名簿登録者数が１５，７８０人でございますので、その３分



の１に当たる５，２６０が必要署名数となります。 

説明は、以上でございます。 

近藤委員長  はい。只今の説明につきまして、ご質問等ございましたら、お願

い致します。 

      （「異議ありません。」の声あり。） 

近藤委員長  異議無しとのことですので、報告第８号は原案どおり承認するこ

とと致します。 

近藤委員長  続きまして、議案第１９号「ポスター掲示場の設置場所の変更に

ついて」。説明をお願いします。 

清水書記   議案第１９号「ポスター掲示場の設置場所の変更について（県議

選）」。 

       平成２７年４月１２日執行の秋田県議会議員一般選挙における公

職選挙法第１４４条の２の規定によりポスター掲示場を設置する場

所の一部を次のとおり変更する。 

       内容について、説明致します。 

ポスター掲示場を設置する場所につきましては、３月２日開催の

委員会における決定に基づきまして、１５８箇所に設置の準備を進

めておりましたところ、そのうち２箇所について、土地所有者の意

向により設置できなくなりましたことから、設置場所の変更につい

てお諮りするものでございます。 

       変更箇所の１つは、森岳岩瀬の佐々木商店隣公園前から森岳字小

狭間の嶋田歯科医院隣の空き地へ、２つ目は、森岳字槻田の唐土芳

秀様宅前から槻田地区ごみ集積所隣への変更でございます。 

       関連資料としまして、移設場所の写真の入った資料をお配りして

おりますので、ご確認をお願い致します。 

       説明は、以上でございます。 

近藤委員長  はい。只今の説明につきまして、移設した場所の確認もしていた

だきながら、ご質問等ございましたらご発言をお願い致します。 

近藤委員長  森岳は、向かいに移った形でしょうか。 

清水書記   はい、そうです。 

近藤委員長  槻田は、森岳側に移ったのですね。 

清水書記   はい。これまでの場所が花壇の前でございましたが、このあと花

壇の整備を行うことになりました関係で、移設することにしており

ます。 

 



近藤委員長  皆さん、これについては、よろしいでしょうか。 

      （「はい。」の声あり。） 

近藤委員長  それでは、議案第１９号は原案どおり決定することと致します。 

近藤委員長  続きまして、議案第２０号「投票管理者及びその職務代理者の選

任について」。説明をお願いします。 

清水書記   議案第２０号「投票管理者及びその職務代理者の選任について（県

議選）」。 

       平成２７年４月１２日執行の秋田県議会議員一般選挙における各

投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を別紙のとおり選

任する。 

まず、投票管理者につきましては、１２頁の別紙に記載のとおり

各投票区１名ずつ、ご覧の２１名を選任したいとしております。 

また、職務代理者につきましては、１３頁に記載の２１名で、す

べて町職員からの選任としております。 

投票管理者及びその職務代理者につきまして、公職選挙法の規定

では、「当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員

会の選任した者をもって充てる」となっております。人選につきま

しては、昨年の衆議院議員総選挙で選任した方を基本としまして、

本人の承諾を得ながら行っております。 

なお、議案の修正をお願いしたい部分が１箇所ございます。 

１３頁の職務代理の下から３番目の方の名前が違っておりました。

「小林あすささん」となっておりますが、「小林あづささん」の誤り

でしたので訂正をお願い致します。 

説明は、以上でございます。 

近藤委員長  それでは、名簿を確認いただきながら、ご意見、ご質問等ありま

したら、ご発言願います。 

      （各委員、資料を確認） 

近藤委員長  何かございませんか。 

      （「ありません。」の声あり。） 

近藤委員長  それでは、議案第２０号について、原案どおり決定してよろしい

でしょうか。 

      （「異議ありません。」の声あり。） 

近藤委員長  はい。ご異議等無いようですので、議案第２０号については、原

案どおり決定とさせていただきます。 

 



近藤委員長  議案第２１号「投票立会人の選任について」。事務局より説明をお

願いします。 

清水書記   はい。議案第２１号「投票立会人の選任について（県議選）」。 

       平成２７年４月１２日執行の秋田県議会議員一般選挙における各

投票区の投票立会人を別紙のとおり選任する。 

       投票立会人につきましては、各投票区２名ずつ、ご覧の４２名を

選任したいとしております。 

投票立会人につきましては、公職選挙法の規定上、各投票区にお

ける選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、２人

以上５人以下の立会人を選任するとなっておりますが、本町では各

投票所２名ずつの選任としております。 

また、人選につきましては、昨年の衆議院議員総選挙の際に選任

した方を基本としまして、本人の承諾を得て行っております。 

説明は、以上でございます。 

近藤委員長  それでは、名簿を確認いただきながら、ご意見、ご質問等ありま

したら、お願い致します。 

      （各委員、資料を確認） 

近藤委員長  ご異議等ございませんか。 

      （「異議ありません。」の声あり。） 

近藤委員長  はい。ご異議等無いとのことですので、議案第２１号については、

原案どおり決定致します。 

近藤委員長  続きまして、議案第２２号「期日前投票管理者の職務代理者の選

任について」。説明の方お願いします。 

清水書記   はい。議案第２２号「期日前投票管理者の職務代理者の選任につ

いて（県議選）」。 

       平成２７年４月１２日執行の秋田県議会議員一般選挙における期

日前投票管理者の職務を代理すべき者を次のとおり選任する。 

       内容について、説明致します。 

 ３月２日開催の委員会におきまして、期日前投票管理者３名の選任

について決定いただいておりますが、その職務代理者につきまして

は、ご覧の３名を選任したいとしております。 

期日前投票管理者及びその職務代理者につきまして、公職選挙法

上「選挙権のある者の中から」選任するとなっております。人選に

つきましては、選挙事務の便宜上、町職員の中からの選任としてお

ります。 



以上で、説明を終わります。 

近藤委員長  議案第２２号について、ご意見、ご質問等ございましたら、お願

い致します。 

      （「特にありません。」の声あり。） 

近藤委員長  それでは、原案どおり決定してよろしいでしょうか。 

      （「異議ありません。」の声あり。） 

近藤委員長  異議無しとのことですので、議案第２２号については、原案どお

り決定と致します。 

近藤委員長  議案第２３号「期日前投票立会人の選任について」。事務局より説

明をお願いします。 

清水書記   はい。議案第２３号「期日前投票立会人の選任について（県議選）」。 

       平成２７年４月１２日執行の秋田県議会議員一般選挙における期

日前投票立会人を別紙のとおり選任する。 

       １８頁、１９頁の別紙をご覧ください。 

期日前投票におきましても、期間中、毎日２人ずつ投票立会人を

置く必要がありますことから、各投票所について、ご覧のとおり選

任したいとしております。 

なお、期日前の立会人につきましては、公募の登録制にしており

ますので、登録者の意向などを調整しながら、各投票所に２人ずつ

配置しております。 

また、２０頁の方に、各立会人の従事日を分かりやすく表にして

おりますので、そちらの方もご確認いただければと思います。 

以上で、説明を終わります。 

近藤委員長  それでは、別紙の方もご確認いただきながら、ご意見、ご質問等

ございましたら、ご発言をお願い致します。 

      （各委員、資料を確認） 

近藤委員長  皆さん、いかがでしょうか。 

      （「特にありません。」の声あり。） 

近藤委員長  特に無いようですが、原案どおり決定してよろしいでしょうか。 

      （「はい。」の声あり。） 

近藤委員長  それでは、議案第２３号は、原案どおり決定致します。 

近藤委員長  続きまして、議案第２４号「委員長専決事件の指定について」。説

明をお願いします。 

清水書記   議案第２４号「委員長専決事件の指定について（県議選）」。 

       三種町選挙管理委員会規程第１１条第１項の規定に基づき、次の



事項を三種町選挙管理委員会委員長の専決事件に指定する。 

       委員長専決指定事件 

平成２７年４月１２日執行の秋田県議会議員一般選挙における 

投票管理者及びその職務代理者、投票立会人（補充選任を除く。）、

期日前投票管理者及びその職務代理者並びに期日前投票立会人（補

充選任を除く。）の選任の変更 

内容について説明致します。 

       投票管理者等が、正当な、かつ、やむを得ない理由により、その

職を辞退した場合は、選挙管理委員会が直ちに他の者を選任する必

要がございますが、その選任につきましては、急を要することから、

委員長の専決事項にさせていただくものであります。 

       なお、投票立会人、期日前投票立会人が投票日当日になって欠け

た場合につきましては、投票管理者が補充選任することになります

ので、これを除くものとしております。 

       以上で説明を終わります。 

近藤委員長  はい。議案第２４号について、ご意見、ご質問等ございましたら、

お願い致します。 

近藤委員長  これについて、皆さん何かございますでしょうか。 

      （「特にありません。」の声あり。） 

近藤委員長  それでは議案第２４号を原案どおり決定してよろしいでしょうか。 

      （「異議ありません。」の声あり。） 

近藤委員長  ご異議等無いようですので、議案第２４号を原案どおり決定させ

ていただきます。 

近藤委員長  以上で議案審議の方は終わりました。 

       その他としまして、事務局の方からお願いします。 

清水書記   それでは、私の方から、今後の日程と選挙管理委員の報酬改定、

農業委員会選挙制度改革の動向の３つについて説明をさせていただ

きます。 

      （以下、資料に基づき説明） 

近藤委員長  委員の皆さんから何かございませんか。 

      （「ありません。」の声あり。） 

近藤委員長  特に無ければ、これで今日の委員会は閉会したいと思います。 

お疲れさまでした。 

 

午前１０時０２分閉会 
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